
次世代を守る！感染症リスク対応力向上事業
【令和８(2026)年度以降の保健所における梅毒・ＨＩＶ検査体制】

【概要】梅毒・HIV検査に郵送検査及び即日検査を導入し、場所や時間帯等、利用者の利便性に配慮した検査・相談を実施

１ 郵送検査 新規
＜梅毒・ＨＩＶ検査＞＜感染不安のある方＞＜無料・匿名※＞

※送付先情報（住所・宛名）は一時的に検査会社が保有

２ 保健所で実施する即日検査
＜梅毒・ＨＩＶ検査＞＜感染不安のある方＞＜無料・匿名＞

３ 保健所で実施する通常検査
＜梅毒・ＨＩＶ検査＞＜感染不安のある方＞＜無料・匿名＞

ＨＩＶ陽性の場合のみ検査機関から情報提供を受けて、
疾病感染症対策課から陽性者に医療機関の受診勧奨を行う。

受検者 民間検査機関

① ＷＥＢ申込

② キット送付

③ 自己採血・キット返送

④ ＷＥＢ結果通知

（原則翌日、
 あわせて医療機関等の情報提供を行う）

２保健所
（備前・美作）受検者

① 電話予約

② 保健所来所

③ 問診・採血・検査

④ 結果説明

（陰性：約１時間後

陽性：「３ 通常検査」の④～⑦へ）

受検者 ９保健所・支所

① 電話予約

② 保健所来所

③ 問診・採血

⑥ 保健所来所

民間検査機関
④ 検査

⑤ 結果報告

⑦ 結果説明
（約10日後）
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